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Ｖ
Ｃ
フ
ァ
ン
ド
出
資
持
分
の
連
結
上
の

取
扱
い
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
範
囲
外
に

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会　
　
計

去
る
７
月
30
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
３
０
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

企
業
会
計
基
準
諮
問
会
議
か
ら
の

報
告第

51
回
企
業
会
計
基
準
諮
問
会

議
（
２
０
２
４
年
８
月
10
日
号
（
№

１
７
１
８
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
で
決
定
さ
れ
た
、
次
の
Ａ
Ｓ
Ｂ

Ｊ
へ
の
新
規
テ
ー
マ
に
関
す
る
提
言

を
、
同
会
議
議
長
が
報
告
し
た
。

・
実
務
対
応
報
告
19
号
「
繰
延
資
産

の
会
計
処
理
に
関
す
る
当
面
の
取

扱
い
」
の
改
正

新
規
テ
ー
マ
と
し
て
提
言
す
る

と
と
も
に
、
繰
延
資
産
項
目
の
見

直
し
に
関
し
て
新
規
テ
ー
マ
と
す

る
時
期
、
順
序
お
よ
び
範
囲
に
つ

い
て
は
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
判
断
に
委

ね
る
。

・
バ
ー
チ
ャ
ル
Ｐ
Ｐ
Ａ
の
会
計
処
理

新
規
テ
ー
マ
と
し
て
提
言
す
る
。

・
継
続
企
業
に
関
す
る
会
計
基
準
の

開
発日

本
公
認
会
計
士
協
会
が
公
表

し
た
実
務
指
針
等
の
移
管
を
行
う

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
調

査
研
究
が
行
わ
れ
、
検
討
が
行
わ

れ
た
結
果
、
新
規
テ
ー
マ
と
し
て

提
言
す
る
。

ま
た
、
テ
ー
マ
提
言
に
は
含
ま
れ

て
い
な
い
が
、
一
時
中
断
し
て
い
る
後

発
事
象
に
関
す
る
会
計
基
準
開
発
の

再
開
に
つ
い
て
、
同
会
議
で
は
、
１

名
が
反
対
し
た
が
、
そ
の
他
は
検
討

再
開
に
同
意
し
た
旨
が
報
告
さ
れ
た
。

Ｖ
Ｃ
フ
ァ
ン
ド
の
出
資
持
分

第
２
２
２
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
４
年
８
月
10
日
号
（
№

１
７
１
８
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
上
場
企
業
等
が

保
有
す
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル

（
Ｖ
Ｃ
）
フ
ァ
ン
ド
の
出
資
持
分
に

係
る
会
計
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
審

議
が
行
わ
れ
た
。

時
価
評
価
オ
プ
シ
ョ
ン
を
適
用
す

る
こ
と
と
し
た
組
合
等
が
連
結
子
会

社
に
該
当
す
る
場
合
の
会
計
処
理
に

つ
い
て
は
、
次
の
２
案
に
つ
い
て
、

ど
ち
ら
の
方
向
性
で
進
め
る
か
、
委

員
に
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。

①　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
範
囲
に
は

含
め
な
い
こ
と
と
し
、
改
正
後
の

会
計
基
準
を
適
用
し
た
後
で
実
務

に
ば
ら
つ
き
が
生
じ
る
等
の
課
題

が
実
際
に
発
生
し
た
際
に
追
加
的

に
開
発
す
る
（
事
務
局
案
）

②　
個
別
財
務
諸
表
に
お
け
る
時
価

評
価
を
連
結
財
務
諸
表
に
お
い
て

も
引
き
継
ぐ

委
員
か
ら
は
「
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
速
や
か
に
進
め
る
た
め
、
①
が
適

切
」
と
①
を
支
持
す
る
意
見
が
多
く

聞
か
れ
た
。

四
半
期
報
告
書
制
度
の
見
直
し
へ

の
対
応

第
５
２
８
回
親
委
員
会（
２
０
２
４

年
７
月
10
日
号
（
№
１
７
１
５
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
中
間
会
計
基
準
等
に
関
連
す
る

他
基
準
修
正
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、

審
議
さ
れ
た
。

今
回
は
、
他
の
会
計
基
準
等
で
中

間
（
第
２
種
中
間
財
務
諸
表
）
の
取

扱
い
を
定
め
て
い
る
が
四
半
期
の
取

扱
い
を
定
め
て
い
な
い
も
の
の
う

ち
、
四
半
期
会
計
基
準
等
（
お
よ
び

中
間
会
計
基
準
等
）
に
お
い
て
も
取

扱
い
を
定
め
て
い
な
い
も
の
（
自

己
株
式
等
会
計
基
準
、
役
員
賞
与
会

計
基
準
、
減
損
適
用
指
針
、
Ｄ
Ｅ
Ｓ

の
実
行
時
に
お
け
る
債
権
者
側
の
会

計
処
理
に
関
す
る
実
務
上
の
取
扱
い

等
）
に
つ
い
て
、
取
扱
い
の
明
確
化

に
関
す
る
分
析
・
提
案
が
示
さ
れ
た
。

適
用
時
期
は
変
え
ず
、公
表
後
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
事
項
を
追
加

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

会　
　
計

去
る
７
月
25
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
５
３
回
リ
ー
ス
会
計

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
２
４
年
８
月
１
日
号

（
№
１
７
１
７
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
企
業
会
計

基
準
公
開
草
案
73
号
「
リ
ー
ス
に
関

す
る
会
計
基
準
（
案
）」
等
に
寄
せ

ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応
の
方
向

性
と
個
別
事
項
に
つ
い
て
、
審
議
が

行
わ
れ
た
。

適
用
時
期

適
用
時
期
に
つ
い
て
、事
務
局
は
、

原
則
的
な
適
用
時
期
に
つ
い
て
は
前

回
会
議
と
変
わ
ら
ず
、
２
年
超
の
準

備
期
間
が
確
保
で
き
る
「
２
０
２
７

年
４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
連
結
会

計
年
度
お
よ
び
事
業
年
度
の
期
首
か

ら
適
用
」
と
す
る
案
を
示
し
た
。

第
５
２
９
回
親
委
員
会（
２
０
２
４

年
８
月
10
日
号
（
№
１
７
１
８
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
で
は
、
シ

ス
テ
ム
へ
の
対
応
お
よ
び
税
法
の
対

応
に
、
事
務
局
提
案
の
適
用
時
期
で

間
に
合
う
の
か
不
透
明
と
い
う
意
見

が
聞
か
れ
て
お
り
、
公
表
後
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
言

及
が
な
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
意
見
を
勘
案
し
て
、
次

の
記
載
を
本
会
計
基
準
に
加
え
る
事

務
局
案
が
示
さ
れ
た
。

審
議
の
過
程
で
は
、
本
会
計
基
準

の
実
務
へ
の
適
用
を
行
う
過
程
で
本

会
計
基
準
の
開
発
時
に
想
定
し
て
い

な
か
っ
た
事
態
が
生
じ
得
る
の
で
は

な
い
か
と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。
こ

の
た
め
、
収
益
認
識
会
計
基
準
の
公

表
時
に
お
け
る
対
応
（
収
益
認
識
会

計
基
準
第
96
項
）
と
同
様
に
、
本
会

計
基
準
の
実
務
へ
の
適
用
を
検
討
す

る
過
程
で
、
本
会
計
基
準
に
お
け
る

定
め
が
明
確
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ

に
従
っ
た
処
理
を
行
う
こ
と
が
実
務

上
著
し
く
困
難
な
状
況
が
市
場
関
係

者
に
よ
り
識
別
さ
れ
、
そ
の
旨
当
委

員
会
に
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
公

開
の
審
議
に
よ
り
、
別
途
の
対
応
を

図
る
こ
と
の
要
否
を
当
委
員
会
に
お

い
て
判
断
す
る
こ
と
と
し
た
。
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会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

上
場
企
業
に
対
す
る
規
制
等
②
―
８

～
金
融
商
品
取
引
法（
業
者
の
行
為
規
制
⑴
）～

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

今
回
か
ら
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け

る
業
者
の
行
為
規
制
を
取
り
上
げ
る
。

①　
規
制
対
象
の
業
者

金
融
商
品
取
引
法
に
お
い
て
は
、

規
制
対
象
と
な
る
証
券
会
社
や
金
融

先
物
取
引
業
者
な
ど
の
業
者
の
法
律

上
の
名
称
は
「
金
融
商
品
取
引
業
者
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
な

名
称
で
も
あ
る
「
証
券
会
社
」
等
の

名
称
は
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②　
主
な
規
制
内
容

「
金
融
商
品
取
引
業
者
」
は
、
有

価
証
券・デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
「
販

売
・
勧
誘
」
業
務
の
ほ
か
、「
投
資

助
言
」、「
投
資
運
用
」
お
よ
び
顧
客

資
産
の
管
理
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る

業
務
を
行
っ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、

「
販
売
・
勧
誘
」
な
ど
に
対
す
る
行

為
規
制
（
販
売
・
勧
誘
ル
ー
ル
）
と

し
て
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

イ　
契
約
締
結
前
の
書
面
交
付
義

務次
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付

・
取
引
内
容
、
手
数
料
、
リ
ス
ク

等
の
重
要
事
項

・
金
融
商
品
取
引
業
者
で
あ
る
旨

お
よ
び
登
録
番
号

・「
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る

お
そ
れ
」
や
「
損
失
の
額
が
、

顧
客
が
預
託
す
べ
き
保
証
金
な

ど
の
額
を
上
回
る
こ
と
と
な
る

お
そ
れ
」
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
旨

ロ　
禁
止
行
為

・
不
確
実
な
事
項
に
つ
い
て
断
定

的
判
断
を
提
供
し
て
勧
誘
を
す

る
行
為

・
顧
客
に
対
し
て
損
失
補
塡
を
行

う
こ
と
（
顧
客
が
要
求
す
る
こ

と
も
禁
止
）

ハ　
適
合
性
の
原
則

・
顧
客
の
知
識
・
経
験
・
財
産
の

状
況
お
よ
び
契
約
締
結
の
目
的

に
照
ら
し
て
不
適
当
な
勧
誘
を

行
い
、
投
資
者
保
護
に
欠
け
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

た
だ
し
、「
金
融
商
品
取
引
法
」
で

は
、
投
資
者
保
護
を
前
提
と
し
つ
つ
、

リ
ス
ク
キ
ャ
ピ
タ
ル
供
給
の
円
滑
化

も
両
立
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
顧
客
が

「
特
定
投
資
家
（
プ
ロ
）」
で
あ
る
場

合
に
は
、
た
と
え
ば
、
前
記
イ
・
ハ

は
適
用
さ
れ
な
い
（
金
商
法
45
）。

こ
の
よ
う
に
金
融
商
品
取
引
法
で

は
、「
金
融
商
品
取
引
業
者
」
の
顧
客

は
、機
関
投
資
家
を
中
心
と
す
る
「
特

定
投
資
家
（
プ
ロ
）」
と
個
人
投
資
家

を
中
心
と
す
る
「
一
般
投
資
家
（
ア

マ
）」
と
に
区
分
さ
れ
、「
特
定
投
資

家
（
プ
ロ
）」
に
対
し
て
は
行
為
規
制

の
柔
軟
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、「
特
定
投
資
家
」
に
は
、
適

格
機
関
投
資
家
、
国
、
日
本
銀
行
の

ほ
か
、
上
場
企
業
、
資
本
金
５
億
円

以
上
の
株
式
会
社
、
そ
の
他
が
含
ま

れ
る
（
金
商
法
２
㉛
）。

こ
の
う
ち
適
格
機
関
投
資
家
と

は
、
有
価
証
券
に
対
す
る
投
資
に
係

る
専
門
的
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す

る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
者

で
あ
り
（
金
商
法
２
③
一
）、
た
と

え
ば
、証
券
会
社
、銀
行
、信
用
金
庫
、

保
険
会
社
等
が
含
ま
れ
る
。

③　
そ
の
他

「
新
し
い
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
及
び
実
行
計
画
（
２
０
２
４

改
訂
版
）」（
２
０
２
４
年
６
月
21
日
）

に
よ
れ
ば
、
資
産
運
用
立
国
の
取
組

み
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
た
と
え

ば
、「
金
融
商
品
の
販
売
会
社
等
に

お
け
る
顧
客
本
位
の
業
務
運
営
の
確

保
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
家

計
が
安
心
し
て
金
融
商
品
を
購
入
で

き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
販
売

会
社
等
に
お
い
て
顧
客
の
最
善
の
利

益
に
資
す
る
商
品
組
成
・
販
売
・
管

理
等
を
行
う
態
勢
が
構
築
さ
れ
て
い

る
か
深
度
あ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行

う
な
ど
、
資
産
運
用
の
高
度
化
に
向

け
た
、
今
後
の
規
制
強
化
策
が
注
目

さ
れ
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
賛
意
が
聞
か

れ
た
。

第
５
３
０
回
親
委
員
会
で
も
、
同

テ
ー
マ
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、

賛
成
意
見
が
多
く
聞
か
れ
た
。

文
案
等
の
検
討

「
リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
基
準
」、

「
リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
基
準
の
適

用
指
針
」（
本
文
お
よ
び
結
論
の
背

景
）、
改
正
「
企
業
結
合
会
計
基
準

及
び
事
業
分
離
等
会
計
基
準
に
関
す

る
適
用
指
針
」、「
公
表
に
あ
た
っ

て
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
案
に
つ
い
て

議
論
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
今
ま

で
の
議
論
に
即
し
た
文
案
と
な
っ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
、
文

章
表
現
等
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
公
開
草
案
に
寄
せ
ら
れ
た

コ
メ
ン
ト
対
応
も
行
わ
れ
、
財
務
分

析
上
の
観
点
か
ら
借
手
の
リ
ー
ス
期

間
の
開
示
を
必
須
開
示
事
項
と
す
べ

き
と
の
コ
メ
ン
ト
に
対
し
、「
国
際

的
な
会
計
基
準
に
定
め
が
な
い
」
と

し
て
、
特
段
の
定
め
を
設
け
な
い
と

す
る
な
ど
の
対
応
が
行
わ
れ
た
。

＊

事
務
局
は
「
今
回
を
も
っ
て
ひ
と

通
り
の
資
料
を
提
出
し
た
」と
し
て
、

「
次
回
以
降
、
専
門
委
員
会
を
開
催

す
る
か
親
委
員
会
の
み
の
審
議
と
す

る
か
は
事
務
局
で
検
討
し
て
進
め
て

い
き
た
い
」
と
の
見
解
を
示
し
た
。

監
査
事
務
所
検
査
結
果
事
例
集・モ
ニ

タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
の
公
表
─
Ｃ
Ｐ
Ａ
Ａ
Ｏ
Ｂ

監　
　
査

去
る
７
月
19
日
、
公
認
会
計
士
・

監
査
審
査
会
（
以
下
、「
審
査
会
」

と
い
う
）
は
、「
監
査
事
務
所
検
査

結
果
事
例
集（
令
和
６
事
務
年
度
版
）」

（
以
下
、「
事
例
集
」
と
い
う
）
お

よ
び
「
令
和
６
年
版
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

レ
ポ
ー
ト
」（
以
下
、「
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
レ
ポ
ー
ト
」と
い
う
）を
公
表
し
た
。

審
査
会
で
は
、
毎
年
、
監
査
事
務

所
に
対
す
る
検
査
で
確
認
さ
れ
た
指

摘
事
項
を
事
例
集
と
し
て
、
ま
た
、

審
査
会
が
実
施
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

の
状
況
や
監
査
業
界
の
現
状
な
ど
を

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
取

り
ま
と
め
、
公
表
し
て
い
る
。

「
監
査
事
務
所
検
査
結
果
事
例
集
」

の
ポ
イ
ン
ト

最
新
の
事
例
を
追
加
す
る
と
と
も

に
、
検
査
で
発
見
さ
れ
た
監
査
上
の

不
備
が
発
生
し
た
背
景
等
も
で
き
る

限
り
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅰ
．
業
務
管
理
態
勢
編
」
で
は
、

根
本
原
因
究
明
の
重
要
性
に
鑑
み
、
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超
イ
ン
フ
レ
表
示
通
貨
へ
の
換
算
Ｅ
Ｄ
、

公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

近
時
の
検
査
に
お
け
る
根
本
原
因
の

究
明
お
よ
び
根
本
原
因
の
事
例
を
充

実
さ
せ
て
い
る
。

「
Ⅱ
．
品
質
管
理
態
勢
編
」
お
よ

び
「
Ⅲ
．
個
別
監
査
業
務
編
」
で
は
、

最
新
の
検
査
事
例
を
幅
広
く
記
載
す

る
ほ
か
、
中
小
規
模
監
査
事
務
所
に

お
け
る
改
善
に
資
す
る
よ
う
、
評
価

で
き
る
取
組
み
の
事
例
も
充
実
さ
せ

て
い
る
。

ま
た
、
新
た
に
適
用
が
開
始
さ
れ

た
改
正
倫
理
規
則
等
や
未
適
用
の
新

基
準
（
改
正
監
査
基
準
報
告
書
600
、

改
正
財
務
報
告
内
部
統
制
監
査
基
準

報
告
書
１
号
な
ど
）
に
関
す
る
留
意

事
項
を
コ
ラ
ム
と
し
て
記
載
し
て
い

る
。さ

ら
に
、
事
例
集
の
「
検
査
結
果

の
概
要
」
や
「
求
め
ら
れ
る
対
応
」

を
ま
と
め
た
「
要
約
版
」
を
作
成
し
、

事
例
集
と
あ
わ
せ
て
公
表
し
た
。

「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
」
の

ポ
イ
ン
ト

⑴　
「
Ⅰ
．監
査
業
界
の
概
観
」

公
認
会
計
士
、
監
査
事
務
所
、
被

監
査
会
社
等
の
概
況
を
記
載
し
、
監

査
業
界
の
全
体
像
を
俯
瞰
し
て
い

る
。
改
訂
さ
れ
た
「
監
査
に
関
す
る

品
質
管
理
基
準
」
へ
の
対
応
状
況
に

つ
い
て
記
載
し
て
い
る
ほ
か
、
監
査

業
務
の
魅
力
向
上
に
向
け
た
取
組
み

に
つ
い
て
も
コ
ラ
ム
で
紹
介
し
て
い

る
。

⑵　
「
Ⅱ
．審
査
会
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
」

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
関
係
の
デ
ー
タ
を

更
新
の
う
え
、
検
査
を
含
む
審
査
会

の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
全
体
像
を
紹
介

し
て
い
る
。
令
和
６
事
務
年
度
監
査

事
務
所
等
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
基
本
計
画

の
概
要
も
記
載
し
て
い
る
。

⑶　
「
Ⅲ
．監
査
事
務
所
の
運
営
状

況
」

監
査
事
務
所
の
組
織
体
制
、
監
査

の
Ｉ
Ｔ
化
や
グ
ル
ー
プ
監
査
へ
の
対

応
を
含
む
運
営
状
況
、
会
計
監
査
人

の
異
動
や
異
動
前
後
の
監
査
報
酬
の

状
況
等
を
紹
介
し
て
い
る
。

⑷　
「
Ⅳ
．監
査
を
め
ぐ
る
環
境
変
化

へ
の
対
応
」

近
時
の
監
査
を
め
ぐ
る
環
境
変
化

を
踏
ま
え
た
制
度
改
正
等
の
動
向
を

紹
介
し
て
い
る
。
上
場
会
社
監
査
の

担
い
手
と
し
て
の
役
割
が
高
ま
っ
て

い
る
中
小
規
模
監
査
事
務
所
を
め
ぐ

る
動
向
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
開

示
や
保
証
の
動
向
等
を
記
載
し
て
い

る
。

＊

審
査
会
と
し
て
は
、
監
査
品
質
の

向
上
と
監
査
の
信
頼
性
が
確
保
さ
れ

る
よ
う
、
事
例
集
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

レ
ポ
ー
ト
を
参
考
に
し
て
い
た
だ

き
、
被
監
査
会
社
等
と
会
計
監
査
人

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
一
層

活
発
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
。

事
例
集
お
よ
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ

ポ
ー
ト
の
全
文
は
、
審
査
会
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
（
事
例
集
：https://w

w
w

.
fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/
kouhyou/20240719/20240719
-2.htm

l

、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
：

https://w
w

w
.fsa.go.jp/cpaaob/

shinsakensa/kouhyou/2024
0719/20240719-1.htm

l

）
か
ら
参

照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

去
る
７
月
25
日
、
国
際
会
計
基
準

審
議
会
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ

21
号
「
外
国
為
替
レ
ー
ト
変
動
の
影

響
」
を
改
訂
す
る
「
超
イ
ン
フ
レ
表
示

通
貨
へ
の
換
算
」（Translation to a 

H
yperinflationary Presentation 

Currency

）の
公
開
草
案 （
以
下
、「
本

公
開
草
案
」
と
い
う
）
を
公
表
し
た
。

従
来
か
ら
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
解
釈
指
針
委

員
会
で
は
、
超
イ
ン
フ
レ
経
済
下
に

な
い
機
能
通
貨
か
ら
、
超
イ
ン
フ
レ

経
済
下
に
あ
る
表
示
通
貨
へ
の
換
算

に
つ
い
て
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
21
号
を
ど
の
よ

う
に
適
用
す
べ
き
か
が
検
討
さ
れ
て

い
た
。
当
該
論
点
は
、
近
年
の
各
国

の
通
貨
動
向
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
な

り
の
地
域
に
お
い
て
生
じ
得
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

本
公
開
草
案
の
概
要

超
イ
ン
フ
レ
経
済
下
に
な
い
機
能

通
貨
か
ら
、
超
イ
ン
フ
レ
経
済
下
に

あ
る
表
示
通
貨
へ
の
換
算
に
つ
い

て
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
21
号
を
そ
の
ま
ま
適
用

す
る
と
、
収
益
、
費
用
、
そ
の
他
の

包
括
利
益
、
お
よ
び
比
較
情
報
の
金

額
の
項
目
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
発

生
時
の
換
算
レ
ー
ト
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

超
イ
ン
フ
レ
経
済
下
に
お
け
る
急
速

な
貨
幣
購
買
力
の
低
下
を
考
慮
し
、

最
近
の
報
告
期
間
の
末
日
時
点
に
お

け
る
測
定
値
で
表
さ
れ
た
金
額
が
、

通
常
は
最
も
有
用
性
が
高
い
と
考
え

ら
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、本
公
開
草
案
で
は
、

収
益
、
費
用
、
そ
の
他
の
包
括
利
益
、

お
よ
び
比
較
情
報
の
金
額
の
項
目
の

外
貨
換
算
に
は
、
最
近
の
報
告
期
間

末
日
時
点
で
の
換
算
レ
ー
ト
に
よ
っ

て
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
、
財
務
諸
表

の
有
用
性
お
よ
び
首
尾
一
貫
性
に
資

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
会
計
処
理
が

行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
期
末
日
時
点

で
の
換
算
レ
ー
ト
で
表
示
さ
れ
て
い

る
項
目
の
開
示
な
ど
が
提
案
さ
れ
て

い
る
。

コ
メ
ン
ト
期
限

本
公
開
草
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

は
、
２
０
２
４
年
11
月
22
日
ま
で
受

け
付
け
て
い
る
。

公
的
説
明
責
任
の
な
い
子
会
社
の
開
示

Ｅ
Ｄ
、公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

去
る
７
月
30
日
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
19
号
「
公
的
説
明
責
任

の
な
い
子
会
社
：
開
示
」
の
修
正

（A
m

endm
ents to IFR

S 19, 
Subsidiaries w

ithout Public 
A

ccountability: D
isclosures

）

の
公
開
草
案
（
以
下
、「
本
公
開
草

案
」）
を
公
表
し
た
。

本
公
開
草
案
は
、
２
０
２
１
年
２

月
か
ら
２
０
２
４
年
５
月
の
期
間

（
以
下
、「
対
象
期
間
」）
に
Ｉ
Ａ
Ｓ

Ｂ
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会

計
基
準
書
ま
た
は
そ
の
修
正（
以
下
、

「
基
準
書
等
」）
に
基
づ
く
開
示
要
求

に
つ
い
て
、
一
定
要
件
を
満
た
す
非

上
場
の
子
会
社
（
以
下
、「
公
的
説
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明
責
任
の
な
い
子
会
社
」）
が
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
19
号
を
適
用
す
る
場
合
の
開
示

の
削
減
ま
た
は
簡
素
化
（
以
下
、「
削

減
等
」）
を
提
案
し
て
い
る
。

本
公
開
草
案
の
概
要

２
０
２
４
年
５
月
９
日
に
公
表
さ

れ
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
19
号
は
、
公
的
説
明

責
任
の
な
い
子
会
社
に
つ
い
て
は
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
が
求
め
る
開
示
の

一
部
に
つ
い
て
軽
減
さ
れ
た
開
示
を
行

う
と
い
う
選
択
を
可
能
と
し
て
い
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
19
号
に
お
い
て
は
対
象

期
間
に
公
表
さ
れ
た
基
準
書
等
に
つ

い
て
の
削
減
等
は
検
討
・
基
準
化
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
本
公
開
草

案
に
よ
り
次
の
開
示
の
削
減
等
が
追

加
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。

●
会
計
基
準
書

・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
「
財
務
諸
表
に
お

け
る
表
示
及
び
開
示
」

●
会
計
基
準
書
の
修
正

・
交
換
可
能
性
の
欠
如
…
Ｉ
Ａ
Ｓ
21

号
「
外
国
為
替
レ
ー
ト
変
動
の

影
響
」
の
修
正

・
国
際
的
な
税
制
改
革
―
第
２
の
柱

モ
デ
ル
ル
ー
ル
…
Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号

「
法
人
所
得
税
」
の
修
正

・
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

契
約
…
Ｉ
Ａ
Ｓ
７
号
「
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
」
お
よ

び
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
「
金
融
商
品
：

開
示
」
の
修
正

・
特
約
条
項
付
の
非
流
動
負
債
…
Ｉ

Ａ
Ｓ
１
号
「
財
務
諸
表
の
表
示
」

の
修
正

加
え
て
、
本
公
開
草
案
は
、
２
０

２
５
年
後
半
に
公
表
が
計
画
さ
れ
て

い
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
書
「
規
制

資
産
及
び
規
制
負
債
」
に
つ
い
て
Ｉ

Ａ
Ｓ
Ｂ
の
暫
定
決
定
に
基
づ
く
開
示

要
求
を
示
し
た
う
え
で
、
公
的
説
明

責
任
の
な
い
子
会
社
に
つ
い
て
開
示

の
削
減
等
を
行
う
べ
き
か
意
見
募
集

を
行
っ
て
い
る
。

適
用
関
係
等

本
公
開
草
案
へ
の
コ
メ
ン
ト
期
限

は
２
０
２
４
年
11
月
27
日
で
あ
り
、

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
コ
メ
ン
ト
の
検
討
等

を
経
た
追
加
的
な
開
示
の
削
減
等
を

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
19
号
と
同
時
に
発
効
さ
せ

る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

な
お
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
19
号
は
、
２
０

２
７
年
１
月
１
日
以
降
開
始
事
業
年

度
か
ら
適
用
が
可
能
と
さ
れ
て
お
り
、

早
期
適
用
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

気
候
関
連
等
の
不
確
実
性
に
つ
い
て
の

設
例
Ｅ
Ｄ
、公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

去
る
７
月
31
日
、Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、「
財

務
諸
表
に
お
け
る
気
候
関
連
お
よ
び

そ
の
他
の
不
確
実
性
―
設
例
の
提
案
」

（C
lim

ate-related and O
ther 

U
ncertainties in the Financial 

S
ta

te
m

e
n

ts

―P
ro

p
o

se
d 

illustrative exam
ples

）
の
公
開

草
案
（
以
下
、「
本
公
開
草
案
」）
を

公
表
し
た
。

本
公
開
草
案
は
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
２
０

２
３
年
３
月
に
作
業
計
画
に
追
加
し

た
財
務
諸
表
に
お
け
る
気
候
関
連
リ

ス
ク
の
影
響
の
報
告
に
つ
い
て
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
の
１
つ
で
あ

り
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
姉
妹
組
織
で
も
あ

る
国
際
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
審

議
会
（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
）
と
の
協
働
も
行

わ
れ
て
い
る
。

本
公
開
草
案
の
概
要

本
公
開
草
案
は
、
気
候
関
連
の
不

確
実
性
に
つ
い
て
の
財
務
諸
表
に
お

け
る
情
報
不
足
や
財
務
諸
表
内
外
で

の
開
示
情
報
の
一
貫
性
の
欠
如
が
投

資
家
等
に
よ
り
懸
念
さ
れ
て
い
る
こ

と
へ
の
対
応
と
し
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会

計
基
準
の
適
用
の
設
例
を
示
す
こ
と

で
、
財
務
諸
表
に
お
け
る
情
報
開
示

の
透
明
性
改
善
と
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
開
示
等
の
財
務
諸
表
以
外
の
報

告
と
財
務
諸
表
の
つ
な
が
り
を
強
化

す
る
こ
と
が
狙
い
と
さ
れ
て
い
る
。

本
公
開
草
案
は
図
表
の
８
つ
の
設

例
を
提
案
し
て
い
る
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
提
案
さ
れ
て
い
る

設
例
は
気
候
関
連
の
不
確
実
性
に
加

え
、
経
済
・
規
制
・
技
術
・
社
会
お

よ
び
環
境
に
関
連
す
る
他
の
不
確
実

性
に
つ
い
て
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る

と
し
て
い
る
。

提
案
さ
れ
て
い
る
設
例
は
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
を
追
加
ま
た
は
変
更

（図表）　設例	 	
設例 対応するIFRS会計基準書 設例の内容

1
IAS1号「財務諸表の表示」ま
たはIFRS18号「財務諸表に
おける表示及び開示」

移行計画の財務的影響を開示すべきとした重要性判断の例

2 同上 温室効果ガス排出ポリシーの財務的影響の開示が不要であ
るとした重要性判断の例

3 IAS36号「資産の減損」 減損テストにおける温室効果ガス排出の将来コスト見積りを
開示される仮定（assumption）とした例

4
IAS1号またはIAS8号「会計
方針、会計上の見積りの変
更及び誤謬」

気候関連の移行リスクに関連する仮定について、IAS36号
に基づく開示が不要である場合に、IAS1号またはIAS8号に
基づく開示を検討した例

5 IAS1号またはIFRS18号 未発効の新規制の繰延税金資産の資産性への影響について
開示するとした例

6 IFRS7号「金融商品：開示」
金融機関による信用リスクの開示において一定の貸出金
ポートフォリオへの気候関連リスクの影響を重要と判断した
例

7 IAS37号「引当金、偶発負債
及び偶発資産」

長期に存続する想定の石化製品製造工場の廃棄・現状回復
コストの引当金が、割引計算により重要性のない金額になっ
ている場合に、想定より早期に工場を閉鎖した場合の影響
に鑑み不確実性について開示を行うと判断した例

8 IFRS18号 温室効果ガス排出量の多寡により有形固定資産を区分した
情報を開示すると判断した例

す
る
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
の
要
求
事
項
を
適
用

す
る
う
え
で
の
強
制
力
の
な
い
指
針

（non-m
andatory guidance

）

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

コ
メ
ン
ト
期
限

本
公
開
草
案
へ
の
コ
メ
ン
ト
期
限

は
２
０
２
４
年
11
月
28
日
で
あ
る
。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2024年
7月31日

「知的財産取引に関す
るガイドライン」及び
「契約書ひな形」の改正
（案）

中小
企業庁

複数の大企業において、受注者が発注者に納品した目的物または目的物を組み込
んだ製品について、第三者との間に知的財産権に関する紛争が生じたときは、発注
者は、受注者の責任の有無にかかわらず、紛争解決に係る責任や負担の一切を、例外
なく一方的に受注者に転嫁できる「責任転嫁行為」と解釈できる可能性があるガイ
ドライン違反の契約を締結していることが確認されたたため、他の大企業におい
ても、責任転嫁行為を含む契約を締結している可能性があるという観点から、大企
業・中小企業ともに注意すべきポイントの明確化と、未然防止策の強化を目的とし
て、所要の改正を行うもの。コメント期限は９月４日。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTD
ETAIL&id=640124008&Mode=0　

―

日
銀
の
政
策
転
換
と
そ
の
課
題

金　
　
融

多
少
の
波
乱
を
招
い
た
７
月
金
融
政
策

決
定
会
合

証　
　
券

日
銀
は
７
月
31
日
、
金
融
政
策
決

定
会
合
を
開
催
し
、
政
策
金
利
で
あ

る
無
担
保
コ
ー
ル
翌
日
物
金
利
を
、

そ
れ
ま
で
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
レ
ン
ジ
０

～
０
・
１
％
程
度
か
ら
タ
ー
ゲ
ッ
ト

水
準
０
・
２
５
％
程
度
に
引
き
上
げ

た
。
さ
ら
に
、
長
期
国
債
買
入
れ
の

減
額
に
つ
い
て
、
月
間
の
長
期
国
債

の
買
入
れ
予
定
額
を
、
毎
四
半
期

４
、０
０
０
億
円
程
度
ず
つ
減
額
し
、

２
０
２
６
年
１
～
３
月
に
２
・
９
兆

円
程
度
と
す
る
決
定
を
行
っ
た
。　

長
期
国
債
の
買
入
れ
減
額
は
全
員

一
致
で
決
ま
っ
た
が
、
利
上
げ
に
つ

い
て
は
中
村
委
員
と
野
口
委
員
が
反

対
票
を
投
じ
た
。
反
対
理
由
に
つ
い

て
、
中
村
委
員
は
「
次
回
の
金
融
政

策
決
定
会
合
で
、
法
人
企
業
統
計
な

ど
を
確
認
し
て
判
断
を
下
す
べ
き
」、

野
口
委
員
は
「
賃
金
上
昇
の
浸
透
に

よ
る
経
済
状
況
の
改
善
を
、
デ
ー
タ

に
基
づ
い
て
よ
り
慎
重
に
見
極
め
る

必
要
が
あ
る
」
と
表
明
し
た
。

今
回
の
日
銀
の
決
定
に
は
い
く
つ

か
の
重
要
な
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
の

実
効
性
に
つ
い
て
は
懸
念
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
長
期
国
債
買
入
れ
減
額
計
画
の

具
体
化
は
、
市
場
の
予
測
可
能
性
が

高
ま
る
が
、
実
際
に
債
券
市
場
の
変

動
を
ど
れ
だ
け
抑
制
で
き
る
か
は
未

知
数
だ
。
ま
た
政
策
の
柔
軟
性
が
強

調
さ
れ
て
お
り
、
金
利
が
急
激
に
上

昇
す
る
場
合
に
は
機
動
的
に
長
期
国

債
の
買
入
れ
額
を
増
や
す
方
針
だ
。

た
だ
、最
近
ま
で
実
施
さ
れ
た
イ
ー

ル
ド
カ
ー
ブ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
お

け
る
10
年
ゾ
ー
ン
の
許
容
レ
ン
ジ
の

記
憶
も
ま
だ
新
し
い
。
再
び
、
日
銀

対
投
機
筋
の
攻
防
の
構
図
が
生
じ
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
実
際

に
機
能
す
る
か
は
試
さ
れ
る
段
階
と

い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
利
上
昇

局
面
で
は
、
急
激
な
金
利
上
昇
が
企

業
経
営
や
個
人
消
費
に
悪
影
響
を
及

ぼ
す
た
め
、
柔
軟
性
の
確
保
が
重
要

で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
逆
に
物

価
上
昇
を
抑
制
す
る
意
味
で
は
、
あ

ま
り
長
期
的
な
計
画
性
を
打
ち
出
さ

な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
っ
て
よ
い
。

日
銀
の
対
応
が
市
場
の
期
待
に
応

え
ら
れ
る
か
見
極
め
は
必
要
で
あ

る
。
ま
た
、
今
回
の
政
策
決
定
は
、

物
価
安
定
と
経
済
成
長
を
両
立
さ
せ

る
意
図
だ
が
、
そ
の
実
効
性
も
今
後

の
課
題
だ
。
日
銀
が
今
後
も
適
切
な

金
融
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、

さ
ら
な
る
透
明
性
と
具
体
的
な
成
果

が
必
要
と
な
り
そ
う
だ
。

７
月
末
に
同
日
開
催
と
な
っ
た
日

米
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
決
定
の
会

議
結
果
は
、
時
差
の
た
め
、
半
日
の

ず
れ
は
あ
る
が
、
す
ぐ
に
両
国
の
株

式
市
場
に
反
映
さ
れ
た
。
金
融
政
策

の
焦
点
は
日
本
が
利
上
げ
、
ア
メ
リ

カ
が
利
下
げ
と
正
反
対
で
あ
っ
た

が
、
事
前
予
想
で
は
、
日
本
市
場
で

は
利
上
げ
は
ま
だ
だ
ろ
う
、
と
み
る

の
が
多
数
派
で
、
米
国
市
場
で
は
投

資
家
の
大
半
は
今
回
、
利
下
げ
は
な

く
、
８
会
合
連
続
据
置
き
と
み
て
い

た
よ
う
だ
。
フ
タ
を
あ
け
て
み
る

と
、
日
本
銀
行
は
政
策
金
利
を
０
・

２
５
％
引
上
げ
、
米
連
邦
準
備
制
度

理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
は
今
回
の
金
利

据
置
き
と
、
次
回
会
合
で
の
利
下
げ

の
可
能
性
を
強
調
し
た
。

金
融
政
策
会
議
後
の
日
米
の
金
利

見
通
し
は
、
金
利
差
が
縮
小
し
て
い
く

た
め
、
為
替
相
場
は
円
高
・
ド
ル
安

と
な
る
。
７
月
に
は
１
ド
ル
＝
１
６
０

円
を
超
え
て
き
た
為
替
相
場
に
対
し
、

円
安
是
正
を
試
み
た
政
府
・
日
銀
は

円
買
い
介
入
を
行
い
、
金
融
政
策
会
合

の
前
に
は
１
ド
ル
＝
１
５
０
円
台
半
ば

に
戻
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
利
上
げ
が

決
定
さ
れ
る
と
、
１
ド
ル
＝
１
４
９
円

台
へ
と
円
高
が
一
気
に
進
ん
だ
。

日
本
の
株
式
市
場
は
円
安
で
株

高
、
円
高
で
株
安
と
い
う
習
性
が
あ

る
。
金
融
政
策
会
合
後
、
米
株
価
は

堅
調
で
あ
っ
た
が
、
日
本
株
価
は
目

立
っ
た
下
落
を
記
録
し
た
。
で
は
、

こ
れ
か
ら
円
高
・
ド
ル
安
が
予
想
さ

れ
る
と
な
る
と
、
日
本
株
価
は
さ
え

な
い
状
況
が
続
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と

考
え
る
。
ま
ず
、円
高
で
需
要
増
加
、

コ
ス
ト
低
下
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
を
受

け
る
業
界
、
企
業
の
掘
り
起
こ
し
が

進
み
、
そ
の
株
価
の
見
直
し
が
進
む

と
考
え
ら
れ
る
。
円
高
＝
株
安
は
絶

対
的
な
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
米
株
価
は
堅
調
を
続
け
る

と
予
想
さ
れ
る
が
、
業
績
好
調
な
企

業
の
株
価
が
日
本
の
同
業
企
業
の
株

価
を
刺
激
す
る
と
い
っ
た
連
鎖
反
応

も
期
待
さ
れ
る
。

次
の
金
融
政
策
決
定
会
議
は
日
米

と
も
に
９
月
中
旬
で
あ
る
。
そ
の
間
、

米
大
統
領
選
挙
を
め
ぐ
る
情
報
が
経

済
や
金
融
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及

ぼ
す
だ
ろ
う
。
日
本
株
式
市
場
と
し

て
は
金
融
政
策
決
定
会
議
の
方
向
を

冷
静
に
見
つ
め
る
こ
と
が
重
要
だ
。


